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指針策定にあたって                                                       

平成 15 年の地方自治法の改正により指定管理者制度が創設されて以降、本市においても、市民サービスの一層の向上、より効率的・効果的な施設管理

運営を図ることを目的として指定管理者制度の導入を進めてきました。 

制度の運用にあたっては、社会経済状況等の変化を踏まえ、制度の運用上の課題を検証し、対策を講じる必要があります。また、市民サービス向上や経

費節減のほか、民間事業者等のノウハウを発揮したさらなる制度活用の視点を持って、制度の導入や継続について検討することも重要です。 

これらのことから、本市では引き続き指定管理者制度を活用し、その運用の円滑化を図るとともに、指定管理者制度導入・更新時、また、運用上の課題

への対応方策を示すため、本指針を定めるものです。 

１．公の施設と指定管理者制度の概要について                                           

【管理委託制度と指定管理者制度の相違点】           

項 目 管理委託制度(廃止) 指定管理者制度(現行)  【参考】業務委託(現行) 

受託主体 公共団体､公共的団体及
び市出資法人(1/2以上
出資等)に限定 

法人、その他の団体 

※ 法人格は必ずしも必要で
はない。ただし、個人は不可 

 

 

限定はない 

※ 議員、長について
の禁止規定あり 

法的性格 公法上の契約関係 

※条例を根拠として締結
される契約に基づく、具
体的な管理の事務又は
業務の執行の委託 

管理代行 

※ 指定により、公の施設の管
理権限の指定を受けたもの
に委任 

 

 

 

私法上の契約関係 

※ 契約に基づく個別
の事務または業務の
執行の委託 

管理権限 設置者たる地方公共団
体が有する 

指定管理者が有する  設置者たる地方公共団
体が有する 

 施設の使用許可等 受託者はできない 指定管理者が行うことができる  受託者はできない 

管理の基準及び業務
の範囲の規定方法 

契約で定める 条例で定める  契約で定める 

管理者の決定 条例で規定 施設ごとに、議会の議決を経て
決定 

 議会の議決は不要 

利用料金制度 

(２.⑷③参照) 
採用することができる 採用することができる  採用することはできない 

 「公の施設」は、地方自治法第 244 条第 1項に、「住

民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供する

ための施設」と定められています。指定管理者制度

とは、この「公の施設」の管理運営について民間事

業者等に門戸を広げるものとして、平成 15 年の地方

自治法改正によって創設された制度で、従来は行政

処分として市が行っていた施設の使用許可等の管理

権限を指定管理者に委ねることができることとなっ

たほか、右表の点が従来の管理委託制度から変更と

なりました。 
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２．本市における指定管理者制度全般に関する考え方について                                     

  指定管理者制度は、民間事業者等が有する専門知識や経営資源を公の施設（以下「施設」という。）の管理運営に活用することによって、行政サービ

スの質の一層の向上を図り、より効率的、効果的な管理運営に資することを目的とした制度です。 

この点を踏まえ、本市における施設の管理運営に関する基本姿勢として、施設の設置目的を達成するために、より効果的である管理運営手法が指定管

理者制度であると認められる場合には、当該制度による管理運営を行うものとします。 

 ▌⑴ 制度導入に際しての検討視点等                                                        

  以下の①・②のほか、「枚方市ＰＰＰ/ＰＦＩ手法活用優先的検討の基本方針」を踏まえ、当該施設の適切な管理運営に向けた検討を行うものとします。 

  ① 管理運営区分ごとの検討視点 

現 在 、 直 営 で 管 理 運 営 

を し て い る 施 設 

社会情勢や地域の実情、市民ニーズなどを的確に捉え、指定管理者制度の導入によるメリットが見込まれないか

を定期的に検討するものとします。 

現在、指定管理者が管理運営

をしている施設 

現指定管理者へのモニタリング結果などによる効果検証により、市民サービスの向上や効率的な管理運営が実施

できているかを見極め、より適正な管理運営に努めるものとします。 

また、指定管理期間が満了する際は、その時の状況を踏まえ、指定管理者制度も含め、適切な管理運営手法を検

討するものとします。 

今 後 、 新 設 す る 施 設 指定管理者制度も含め、適切な管理運営手法を検討するものとします。 

  ② 検討項目 

民 間 に お け る 

管 理 運 営 の 可 否 

 施設が提供するサービスの特殊性、専門性、施設の規模等を勘案して、民間事業者等による運営が可能かどうか。 

サ ー ビ ス 水 準 民間ノウハウの活用により、施設利用者に対するサービスの向上が期待できるか。 

経済性（コストメリット） 公募による競争、民間ノウハウの活用により、管理経費の節減を見込めるか。 

  ③ 制度導入単位 

※ 

複合施設 

異なる条例を根拠と

して設置される施設

が一つの建物に合築

されているもの 

同種施設 
設置目的が同種であ

るもの 

 

 

 

原則として、施設ごと（同一の条例を根拠として複数箇所設置されている場合は箇所ごと）に指定

管理者を選定するものとします。ただし、複合施設※や同種施設※であって、一体的に管理運営す

ることで、利用者サービスの向上や、スケールメリットによる経費の節減などが見込まれるなど、

より効率的・効果的な管理運営が見込まれる場合については、申請可能な団体が極端に制限される

規模となる場合等を除き、複数施設または複数箇所を一括で選定することも可能とします。 
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 ▌⑵ 指定管理者の公募、非公募（特定）                                                      

   施設の管理運営を行ううえで、幅広い対象の中から最も適した民間事業者等を選定し、施設におけるサービスの最大化等を図ることを目的に、原則

として公募により選定します。ただし、以下の①から⑤までに該当する場合は、公募によらずに選定を行うことができるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▌⑶ 指定管理期間                                                                

   指定管理期間については、期間を長期化することで人材の確保や維持管理経費の削減が図りやすくなり、より効果的な施設運営が期待される一方で、

あまりにも長い期間とすると、指定管理者による管理運営を見直す機会を減少させることとなります。この点を踏まえ、公募・非公募（特定）を問わ

ず、指定管理期間を原則 5年間とするものとします。ただし、当該施設の特性や状況により、特に必要と認めるときは、この限りではありません。 

③ 専門的な知識及び個別的な経験を要する指定施設の管理を、現に当該指

定施設の指定管理者である団体に引き続き行わせることが適当であると

認める場合（条例第２条第３項第３号） 

 

既存施設と設置目的を同じくする施設を新設（増設）する場合な

ど、すでに指定管理者制度を導入している施設と一体的な管理運

営を行うことが適当であるとき 

指定管理者制度を導入している施設の休止、廃止の予定により、

次期指定管理期間が短期間（概ね２年未満）となる場合であって、

現指定管理者が引き続き管理運営を行うことが適当であるとき 

施設利用者との強い信頼関係が求められる社会福祉施設など、当

該施設の管理運営について特に必要とされる知識及び経験を有

する団体が継続的に管理運営を行うことにより、当該施設の設置

目的をより効果的に達成することができるとき 

公募によらずに、現行の指定管理者を引き続き選定しようとする場合は、当該施設の適正な管理運営（サービス水準、経済性など）が確保され

ていることが、7ページ以降に記載するモニタリング等を通じて確認されていることを前提として、市民サービスの向上や効率的な管理運営の観

点から、次期指定管理者として適当かどうかを検証するものとします。 

② 既に休止又は廃止をする時期が定められた指定施設の管理を、当該休

止又は廃止までの間、現に当該指定施設の指定管理者である団体に引き

続き行わせることが適当であると認める場合（条例第２条第３項第２号） 

 

① 指定施設の管理を、現に指定管理者である団体が管理する公の施設の

管理と一体的に行わせることが適当であると認める場合（条例第２条第

３項第１号） 

④ 指定施設の管理運営上緊急に指定管理者を指定する必要があると認める場合（条例第２条第３項第４号） 

⑤ 前各号に掲げる場合のほか、指定管理者になろうとする団体を公募しないことについて特別の理由があると認める場合（条例第２条第３項

第５号） 
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 ▌⑷ 競争性の確保に向けた取り組み                                                        

   選定における競争性を確保するため、施設所管部署において、当該施設の特性や設置趣旨、現状などを踏まえ、以下に示す指定管理者の裁量拡大な

ど、民間事業者等にとってのインセンティブについて積極的に検討するものとします。 

① 民間事業者等の参入機会の十分な確保                                                     

公募に当たっては、民間事業者等の参入の機会を十分に確保するため、以下の点に留意して、公平で公正な募集に努めるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 民間事業者等のノウハウの積極的な活用                                                     

 

 

 

 

 

 

 

《民間事業者等への情報提供の充実について》  

 公募に関する情報提供は、告示、本市ホームページ・広報ひらかたへ

の掲載を含め、幅広い方法により行うものとします。 

このほか、施設所管部署は、現地説明会を開催するとともに、施設の

概要、事業内容、管理経費を示す決算書類等を常時閲覧できる状態にす

るなど、積極的な情報の提供に努めるものとします。 

また、正式に公募を行う前段階において、公募予定の施設、施設概要、

公募予定時期等を本市ホームページ・広報ひらかた等に掲載するととも

に、必要に応じてサウンディング※ 
 を実施することにより、公募の実施

について周知を図るものとします。 

※サウンディング                           

正式な公募の前に、事業の基本方針等を公表し、意見・提案・質問

等を募集すること 

 

 

《公募期間について》 

 募集要項等の配布から申請受付終了までの期間については、応

募団体が事業計画書等を作成するのに十分な期間（おおむね 2ヶ

月間を目安とします）を設けるものとします。 

 特に、申請受付開始から申請受付終了までの期間については、

募集要項等に関する質疑に対する回答の内容によって、申請団体

側に調整を要する事項が発生することも想定し、十分な期間設定

（おおむね 1ヶ月間を目安とします）を行うものとします。 

《自主事業の積極的な受け入れについて》 

自主事業※ 
 は、民間事業者等のノウハウを活用して施設の機能を高め、

利便性の向上に寄与できる性質のものであり、指定管理者のインセンテ

ィブともなるため、積極的な提案を促し、実施を検討するものとします。 

※自主事業                                                         

施設の設置目的や特性を考慮し、指定管理業務の効果的な実施に影

響を与えない範囲内において指定管理者が自主的に行う事業 

 

 

 

《指定管理業務に係る基本仕様書等について》 

指定管理業務に係る基本仕様書等の作成に当たっては、施設や

業務の特性を踏まえ、民間事業者等のノウハウが最大限発揮され

得るよう、内容を検討するものとします。 

また、必要に応じて実施するサウンディングにより得られた意

見等を基本仕様書等に反映することで、より効率的・効果的な施

設運営につなげるものとします。 
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③ 指定管理料と利用料金制 

管理運営の方法としては、①指定管理料による管理運営、②利用料金制による管理運営、③指定管理料と利用料金の併用制による管理運営の

3つがあり、施設の特性に応じて選択するものとします。 

 

 《指定管理料による管理運営について》 

施設の管理運営に必要な費用を市が指定管理者に支払うことに

より、当該施設の管理運営を行う方法です。指定管理者の公募を行

う際、管理運営費用の上限額を設定し、その範囲内で指定管理者の

提案を受けるものとします。 

また、調査基準価格を設定し、当該価格を下回る提案額での申請

があった場合は、その提案額により適正な業務履行が可能か否かに

ついて、指定管理者選定委員会において審査するものとします。 

さらに、公募の場合には、この調査に際し、一定の価格を下回っ

た場合に失格とする数値的判断基準値を設定します。 

 

 

 

《利用料金制による管理運営について》 

 施設の使用料について、市の収入ではなく、指定管理者の収入とし、そ

の収入により当該施設の管理運営を行う方法です。 

 利用料金は指定管理者が定めることができますが、条例で定められた枠

組みに従い、あらかじめ市の承認を受ける必要があります。市が承認する

際は、利用料金が公の施設におけるサービス提供の対価であることを踏ま

え、適正な額となるよう留意するものとします。 

 利用料金制は、指定管理者の経営努力や創意工夫を引き出すインセンテ

ィブとなることから、当該施設の設置目的や利用形態等を踏まえるととも

に、市の歳入、歳出への影響を考慮した上で、利用料金制、または指定管

理料と利用料金の併用制の導入を積極的に検討するものとします。 

◇指定管理料と利用料金の併用制 

 支出見込額から利用料金その他収入額を差し引いた額を、指定管理料提

案上限額として設定します。 

≪イメージ図≫ 

その他 利用料金  

   

  指定管理料 

   

その他 人件費 管理費 

 

収入見込額 

支出見込額 

指定管理料の提案上限額については、過年度の管理運営

費の実績額を費目ごとに精査し、その額を基準に、今後の

変動要素等を加味した上で設定するものとします。また、

指定管理期間における物価、光熱水費、消費税の増税、人

件費の上昇率等を勘案して、さらに綿密な設定を行い、参

画する事業者に安定した収支が見込めるよう、適正な上限

設定を行うものとします。 

なお、人件費については、施設の設置目的や特性を踏まえ、

市民サービスの向上を図るために必要な人員配置基準（ポ

スト、職種、技能、資格、人数等）を定め、その配置基準

に基づき積算するものとします。 
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 ▌⑸ 施設の特性に応じた選定方法の検討                                                        

  ① 指定管理者選定委員会について 

   指定管理者の候補となる団体（以下「指定候補者」という。）の選定を適正に行うため、市長または教育委員会の附属機関として、指定管理者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 適切な選定基準の設定について 

  《選定における審査・評価項目について》 

   選定における審査・評価項目については、右表の項目を基準とします。 

   なお、それぞれの項目の詳細及び配点については、施設の特性に応じて施設所管部

署において設定し、選定委員会が決定するものとします。 

  《選定における審査・評価方法について》 

   指定候補者の選定に当たっては、指定管理料の提案額と合わせて、経営方針、運営

や管理に関する計画の提案内容等、事業計画書の妥当性・実現性・確実性を総合的に

評価するものとなり、その合計点が最も高い者を指定候補者として選定します。 

   なお、指定管理料による評価と、提案内容による評価の割合については 4対 6を基

本としますが、建物の維持管理を基本とするもの、自主的な事業展開を行うものなど、

施設によって設置目的や性質等が異なることから、その特性に応じて柔軟に設定し、

選定委員会で決定するものとします。 

 

 

ア．申請団体の経営方針等に関する事項 

 ① 経営方針 

② 指定管理者の指定を申請した理由 

③ 経営の継続性・安定性 

イ．施設の経営方針に関する事項 

 ① 施設の現状に対する考え方及び将来展望 

② 施設運営に関する計画 

ウ．施設の管理に関する事項 

エ．情報公開及び個人情報保護の措置に関する事項 

オ．緊急時における対策に関する事項 

カ．その他必要な事項 

《役割について》 

選定委員会は、市長（または教育委員会）から指定

候補者の選定についての諮問を受け、指定候補者と

して適当かどうかについて、申請団体の事業計画書

等の内容を審査・評価し、合議のうえ、答申します。 

 

《構成単位について》 

選定委員会は、指定管理者制度の導入

単位（２．⑴③参照）ごとに合議体を

構成するものとします。 

 

《委員構成について》 

各合議体は、学識経験者及び当該施設

の管理運営について専門的知識を有

する者 5人以内で構成するものとしま

す。 

〈選定における審査・評価項目の基準〉 
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 ▌⑹ 指定管理者の管理運営に対する評価                                                      

   市は、施設の効率的・効果的な管理運営および市民サービスの向上を図るため、施設設置者としての管理監督責任を果たす必要があります。そこで、

指定管理者制度導入施設の所管部署は、指定管理者による施設の管理運営状況について確認・評価（モニタリング）し、必要に応じて改善指示等を行

うものとします。 

  ① モニタリングの運用 

   モニタリングの区分および実施方法等については、以下に記載する内容を基本とします。ただし、施設の特性等に応じて、各所管部署において適

切かつ効果的な手法を検討し、実施することも可能とします。 

  ② モニタリングの区分および実施方法 

モニタリングの区分は、日常モニタリング、定期モニタリング（中間・年間）、外部評価（指定管理者評価委員会による評価）とします。 

 《日常モニタリング》 

   ▎実施手順等                                                                  

   Ⅰ 指定管理者は、指定管理業務の履行状況を評価し、その結果を日報、月報等として市に提出します。また、日常モニタリングの結果、明らかと

なった課題については、解消に向けた取り組みを行うものとします。 

   Ⅱ 施設所管部署は、日報、月報等の内容を確認し、必要に応じて改善指示等を行うものとします。 

   ▎日常モニタリング項目                                                                   

◆維持管理業務の実施状況 

◆利用状況（利用者数、利用件数、稼働率、自主事業の開催状況・参加者数等） 

◆収支状況         など  

 《定期モニタリング》 

  ▎実施回数                                                               

   定期モニタリング（中間）を年 1回以上、定期モニタリング（年間）を年 1回実施するものとします。 
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  ▎実施手順等                                                                   

指定管理者による自己評価  
施設所管部署による 

ヒアリング・実地調査等・評価 
 評価結果を指定管理者に通知  

指定管理者による 

改善に向けた取り組み 

Ⅰ 指定管理者は、次項に定める

項目のほか、日常モニタリングの

結果を踏まえ、自らが実施した取

り組みについて評価し、その内容

を定期モニタリング評価表に記載

の上、市に提出します。 

 Ⅱ 施設所管部署は、指定管理者に

よる自己評価を確認するとともに、

ヒアリング、実地調査等を行った上

で、事業計画書や仕様書等に沿った

適正な管理運営がなされているか

否かについて、評価を行います。 

 Ⅲ 施設所管部署は、Ⅱによ

る評価の結果について定期モ

ニタリング評価表に所見を付

した上で、指定管理者に通知

します。 

 Ⅳ 指定管理者は、Ⅲによる評

価の結果を踏まえ、改善を図る

必要があるとされた項目等に

ついて取り組みを行います。な

お、改善を図った場合には、施

設所管部署に報告します。 
 

※ 上記のほか、指定管理者が提供する市民サービスが適切な水準となっているかについて客観的な評価を得るとともに、今後の管理運営に生かすた

め、利用者アンケート（年 1回程度）を実施するものとします。 

 

   ▎定期モニタリング項目                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業 務 の 履 行 状 況 
事業・業務等が適正に実施されているか否かについて、実施状況・実

施体制を確認します。 

 
市 民 ニ ー ズ の 把 握 ・ 

対 応 状 況 

アンケート調査等の実施により、市民（利用者）のニーズを把握し、

その結果を踏まえて改善を行います。なお、アンケート調査の結果及び

改善状況については、市に報告し、公表するものとします。 

 

経 済 性 
料金収入や委託料等の収支状況について、当初の収支計画と乖離がな

いか、適正な内容となっているかについて確認します。 

サ ー ビ ス 水 準 
指定管理者によるサービス水準が適切なものとなっているかについて

確認します。 

 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト 
緊急事態発生時や機器・設備故障時等における対応状況や、対応体制・

対応方法について確認します。 

業 務 の 継 続 性 ・ 安 定 性 

指定管理者の財務書類等の提出を求めるなど、指定管理者の財務状況

が継続的、安定的にサービスを提供できる状態にあるかについて確認し

ます。 

業務の履行状況を基本に、右表の視点

で評価を行います。 

なお、それぞれの項目の詳細について

は、施設の特性等や、選定時に指定管理

者から提案のあった事業計画の内容に応

じて、各所管部署において適切かつ効果

的な内容を設定するものとします。 

※ それぞれの項目の詳細例は、別紙「定

期モニタリング評価表」のとおり。 
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《外部評価》 

  ▎実施回数                                                               

    原則として指定管理期間の中間年度に１回実施するものとします。ただし、指定管理期間が短期（概ね２年以下）の場合は、この限りではありま

せん。 

   ▎実施手順等                                                              

  ◆ 指定管理者評価委員会 

   指定管理者の評価を適正に行うため、市長または教育委員会の附属機関として、指定管理者評価委員会（以下「評価委員会」という。）を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

  ◆ 評価手順 

指定管理者評価委員会による評価の実施  評価結果を指定管理者に通知  改善に向けた取り組み 

Ⅰ 指定管理者評価委員会は、施設所管部署から提出

された定期モニタリング評価表（中間・年間）の評価

結果を確認するとともに、指定管理者・施設所管部署

に対するヒアリングを行った上で、評価内容の妥当性

について検証を行い、評価意見をまとめます。 

 Ⅱ 施設所管部署は、Ⅰによ

る評価の結果を指定管理者に

通知します。 

 Ⅲ 施設所管部署及び指定管理者は、定期モニタリ

ング（中間・年間）及びⅡによる評価の結果を踏ま

え、改善を図る必要があるとされた項目等について

取り組みを行います。なお、指定管理者は、改善を

図った場合には施設所管部署に報告します。 

 

  ③ モニタリング結果 

▎定期モニタリング及び外部評価の結果の公表                                                        

定期モニタリング及び外部評価の結果は、各所管部署のホームページ等で公表するものとします。 

定期モニタリングについては、以下の①から⑥までの内容に加えて、利用者アンケートの結果及び年度ごとの利用状況・収支状況についても、確

定後速やかに、公表するものとします（定期モニタリングの公表用様式については、別紙「定期モニタリング評価表」のとおり）。 

《役割について》 

評価委員会は、市長（または教育委員会）から指定管

理者の評価についての諮問を受け、モニタリングの内

容が適正かどうかについて定期モニタリング評価表

等の内容を検証・評価し、合議のうえ、答申します。 

《構成単位について》 

評価委員会は、指定管理者制度の導入

単位（２．⑴③参照）ごとに合議体を

構成するものとします。 

《委員構成について》 

各合議体は、学識経験者及び当該施設

の管理運営について専門的知識を有

する者 5人以内で構成するものとしま

す。 
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① 施設の基本情報 

（施設名称、所在地、設置目的） 

② 指定管理者に関する情報 

（名称、所在地） 

③ 指定管理業務の内容 

④ 指定管理期間 ⑤ 定期モニタリング実施結果※ ⑥ 施設所管部署に関する情報 

（名称、連絡先） 

 

  ▎モニタリング結果の反映                                                            

    指定管理者は、モニタリング結果（外部評価実施年度は、外部評価の結果を含む。）を、次年度の事業計画に反映するものとします。また、施設

所管部署は、次年度の事業計画にモニタリング結果が反映されているかを確認するとともに、次年度のモニタリングにおける評価項目を設定します。 

▌⑺ 指定管理者制度の推進体制                                                          

   指定管理者制度の運用においては、各施設の機能を最大限に発揮することが求められます。こうしたことから、施設所管部署は、民間事業者等のノ

ウハウをより生かすための基本仕様書の作成、指定管理料上限額の積算、弾力的な選定基準の設定、定期モニタリング及び外部評価の実施などを含め、

当該施設に関する指定管理者制度の運用全般について中心的な役割を担うものとなります。 

   なお、制度の運用においては、全庁横断的な総合調整が必要となることから、本指針の改訂や、制度に関する情報の収集及び提供を含め、行革推進

課が制度運用の総括を担うものとします。 

▌⑻ 指定管理者の形態変更等による再指定                                                     

◆ 指定管理者は、「指定施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること」「指定施設の設置の目的に即してその管理を効率的

かつ効果的に行うことができるものであること」などの要件を満たす団体のうちから、議会の議決を経て指定されるものであることから、法人格の取

得・変更、合併・分割、共同事業体の構成変更など、指定管理者に形態変更等が生じた場合については、原則として、再度、指定の手続きが必要とな

ります。ただし、団体の事業内容や財務内容、組織等の点から判断して団体としての同一性が認められる場合については、この限りではありません。

この点については、個々の事例ごとに、指定の根拠となる事項（団体の特性や経営基盤、事業計画など）に変更が生じるか否かも含めて検討し、判断

するものとします。 

◆ 再度、指定の手続きを行う場合において、公募・特定のいずれの方法により選定するかについては、状況に応じ、個々の事例ごとに判断するものと

します。 

◆ 指定管理者に形態変更等が生じた場合については、再度指定の手続きを行うか否かにかかわらず、変更内容について各所管部署のホームページ等で

公表するものとします。 

※ 定期モニタリングや外部評価において改善を図るべき
とされた項目について指定管理者が改善を図った場合に
は、その結果も含む。 
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▌⑼ 災害時の対応                                                                 

  本市の公の施設は、現在指定管理者制度を導入している施設も含め、枚方市地域防災計画に基づき、その一部が指定避難所、福祉避難所等（以下「避

難所等」とする。）として位置付けられています。避難所等は災害時において重要な役割を果たすものであり、市職員はもちろん、当該施設を熟知し

ている指定管理者も含め、協力して避難所等を運営していかなくてはなりません。このことを踏まえ、災害発生時に迅速に対応できるよう、災害時に

想定される業務についての市と指定管理者の役割分担や費用負担について、事前に市と指定管理者で協議・決定しておく必要があります。また、避難

所等として位置付けられていない場合であっても、公の施設である以上、災害時には市民が避難する可能性等があることから、災害時を想定し、でき

る限り市と指定管理者の業務分担等について協議・決定しておくことが適切です。 

 

 

 避難所等に指定されていない施設 指定避難所・福祉避難所に指定されている施設 

指定管理者の

役 割 

⑴ 避難所等に指定されていない場合で

あっても、緊急時・災害発生時には避難

所等として使用する場合もあるため、そ

の際には市に協力すること。この場合に

おける市と指定管理者の業務分担は、別

途協議の上、決定することとする。 

⑵ 自主的に避難する者がある場合は、速

やかに市へ報告し、指示に従うこと。 

⑴ 平常時において避難所運営訓練等に参加すること。 

⑵ 災害時に避難所として使用する場合は、次の表のとおりとする。 

初動期 
① 市の指示のもと、避難所運営マニュアル等を参考に、避難所開錠・開設準備・

避難者の受け入れを含む避難所の運営を主導すること（ただし、市職員（避難

所派遣職員）が到着するまでの間に限る）。 

② 市の主導のもと、避難所運営マニュアル等を参考に、避難所運営に協力する

こと（避難所派遣職員到着以降に限る）。 

展開期（災害発生後２日目以降）～安定期 

市の主導のもと、避難所運営マニュアル等を参考に、避難所運営に協力すること。 

なお、施設の維持管理に関する業務のうち、避難所としての使用に際し必要な業務

については、災害時においても可能な限り実施することとし、その実施に要する最低

限の人員配置に努めること。 

⑶ 災害等により避難情報が発令される前に本施設に自主的に避難する者がある場合

は、速やかに市へ報告し、指示に従うこと。 

費 用 負 担 
上記⑴の場合における費用負担は、市と指

定管理者で別途協議の上、決定する。 

上記⑵の場合において、災害時における避難所の運営に伴い追加で発生する費用につい

ては、原則市負担とし、その額は、避難所閉鎖時を目途に、別途協議することとする。 

本指針では、枚方市地域防災計画に基づき、指定管理者の役割等について

原則として以下の表のとおりとし、施設ごとに選定時における募集要項・仕

様書、また、基本協定書で定めるものとします。 

なお、枚方市地域防災計画の右表の編・項目中の「施設管理者」の文言に

ついては、「施設所管課及び指定管理者」と読み替えるものとします。 

♦地域防災計画 

編 項目 

総則・災害予防対策編（第２章第６節） 避難受入れ体制等の整備 

地震災害応急対策・復旧復興対策編（第３章第４節第３） 指定避難所の開設・運営等 

風水害等応急対策・復旧復興対策編（第２章第４節第３） 指定避難所の開設・運営等 
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▌⑽ 感染症への対応                                                             

  令和元年度に発生した新型コロナウイルス感染症の拡大により、公の施設については全国的に休館や事業・イベントの中止・延期、また、業務再開後

も利用者や業務従事者の感染拡大防止に向け、様々な取り組みがなされてきました。本市においても、政府による緊急事態宣言やまん延防止等重点措置

などを受け、その都度、利用中止や利用制限等、感染拡大防止に向けた対応を行ってきました。 

  指定管理施設については、これまでより、施設の衛生環境の充実に向け取り組んできたところですが、こうした状況を踏まえ、業務従事者の手指や施

設の備品等の消毒、換気等は、今後も継続して行う必要があります。また、特に感染拡大時には、施設ごとに個別具体的に検討が必要な事項については、

国の最新のガイドライン等を踏まえ、市の指示に従い対応することが求められることから、これら感染症対策に関する事項については、指定管理者選定

時の募集要項・基本仕様書等へ明記するものとします。 
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３．参考資料                                                            
⑴ 運用のサイクル（選定・モニタリングスケジュール） 

     指定管理者制度導入（更新）及びモニタリングの一般的なスケジュールは、以下のとおりです。 

 ～４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月 ４月～ 

選 

定 

             

モ
ニ
タ
リ
ン
グ 

             

◆ 定期モニタリング（年間）は年１回実施し、９月初旬までに公表。 

◆ 定期モニタリング（中間）は年１回以上実施し、公表（内１回は業務の継続性・安定性の確認を含むものを実施し、11月末までに公表）。 

◆ 外部評価は、原則、指定管理期間の中間年度に１回、定期モニタリング（中間）※ 

 終了後に実施し、２月末までに公表。 

  ※業務の継続性・安定性の確認を含むもの。 

施設設置条
例を改正 

第１回指定管理者
選定委員会の開催 第２回指定管理者

選定委員会の開催 

第３回指定管理者
選定委員会の開催 

指定候補者 
の決定 

指定管理者 
の指定 

協定書の
締結 

新規導入・ 
更新の決定 

募集要項等を公表 

募集要項等に対す
る質疑の受付 

募集要項等に対
する質疑への回答 

申請受付 

指定管理
者による
管理運営 

現地説明会 

指定管理者に 
よる自己評価 
【１次評価】 

施設所管部署 
による評価 
【２次評価】 

日常モニタリングの実施 

定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
年
間
） 

指定管理者に
よる自己評価 
【１次評価】 

施設所管部署
による評価 
【２次評価】 

第1回指定管理者 
評価委員会の開催 外

部
評
価 

公表 公表 公表 

評価結果を次年
度の事業計画・
評価項目に反映 

【
前
年
度
分
】 

【
現
年
度
分
】 

【
現
指
定
管
理
期
間
分
】 

定
期
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
中
間
） 

第2回指定管理者 
評価委員会の開催 

定期モニタリング 
（年間） 
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⑵ 関係法令・通知                                                                

 

 ≪地方自治法（抜粋）≫ 

 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例

でこれを定めなければならない。 

２ 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用を

させようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。  

３ 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当

該普通地方公共団体が指定するもの（以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。）に、当該公の施設の管理を行わせることができる。 

４ 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。  

５ 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。  

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。  

７ 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければ

ならない。  

８ 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金（次項において「利用料金」という。）を当該指定管理者の

収入として収受させることができる。  

９ 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合におい

て、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。  

10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関

し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。  

11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取

り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。  

 











今後の行政改革の方針（抄） 

平成 16 年 12 月 24 日 

閣 議 決 定 

 

行政改革については、中央省庁等再編後の概ね 5年間を集中改革期間として、国・地方

を通ずる行政の組織・制度の在り方や行政と国民との関係等を抜本的に見直し、新たな行

政システムを構築することを基本理念とする「行政改革大綱」（平成 12 年 12 月 1 日閣議決

定。以下「12 年行革大綱」という。）に基づき、特殊法人等改革、行政委託型公益法人等改

革、政策評価制度の導入などを進め、成果を挙げてきたところである。 

 しかしながら、行政改革は、不断に取り組むべき課題であり、引き続き、構造改革の重

要な柱の一つとして、「民間にできることは民間に」、「地方にできることは地方に」等の観

点から強力に推進していく必要がある。 

 このため、今後の行政改革の方針を決定し、行政改革の手綱を緩めることなく、更に積

極的に推進することにより、簡素で効率的な政府を構築し、財政の立て直しに資するとと

もに、行財政運営の改善・透明化、国民生活の利便性の向上を図ることとする。 

 

8 地方分権の推進 

(2) 地方行革の推進 

ア 地方公共団体の行政改革については、これまでも平成 9年の「地方自治・新時代に

対応した地方公共団体の行政改革推進のための指針」（以下「平成 9年地方行革推進

指針」という。）等に基づき地方公共団体に積極的な推進を要請し、各地方公共団体

において真摯に取組が行われてきているところであるが、社会経済情勢の変化を踏ま

え更に積極的な取組を促進するため、以下の事項をはじめとする行政改革推進のため

の新たな指針を平成 16 年度末までに策定する。 

(ウ) 指定管理者制度の積極的活用 

     現行の管理委託制度により出資法人等へ管理委託している公の施設について、平

成 18 年 9 月の指定管理者制度への移行期限までに、施設の廃止を含め管理の在り

方について総合的に点検するよう要請する。現在直営で管理している公の施設につ

いても、同様に、施設の廃止を含め管理の在り方について総合的に点検するよう要

請する。 

 

 



総 財 財 第 ３ ３ 号 

平成２０年６月６日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

総務事務次官 

 

 

平成２０年度地方財政の運営について（抄） 

 

 

 

第一 財政運営の基本的事項 

４ 地方分権改革、市町村合併及び行政改革の推進等 

(8) 指定管理者制度の運用 

平成１５年度に導入された指定管理者制度は、導入後５年を経過し新たな指定管理

者の選定に入ろうとしている団体が多いと見込まれるところであり、運用に当たって

は以下の事項に留意し、その在り方について検証及び見直しを行われたい。 

ア 指定管理者の選定の際の基準設定に当たっては、公共サービスの水準の確保とい

う観点が重要であること。 

イ 指定管理者の適切な評価を行うに当たっては、当該施設の態様に応じ、公共サー

ビスについて専門的知見を有する外部有識者等の視点を導入することが重要である

こと。 

ウ 指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関する事項、リス

ク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項等の具体的事項をあ

らかじめ盛り込むことが望ましいこと。また、委託料については、適切な積算に基

づくものであること。 



総 行 経 第 ３ ８ 号 

平成２２年１２月２８日 

 

各都道府県知事 

各指定都市市長     

各都道府県議会議長 

各指定都市議会議長 

 

 

総務省自治行政局長 

 

 

指定管理者制度の運用について 

 

 

指定管理者制度は、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するた

めの施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用する

ことにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的

を効果的に達成するため、平成１５年９月に設けられたところです。 

本制度は、その導入以降、公の施設の管理において、多様化する住民ニーズ

への効果的、効率的な対応に寄与してきたところですが、地方公共団体におい

て様々な取組がなされる中で、留意すべき点も明らかになってきたことから、

これまでの通知に加え、下記の点に留意の上、改めて制度の適切な運用に努め

られるよう、地方自治法第２５２条の１７の５に基づき助言します。 

 なお、貴都道府県内の市区町村に対しても、本通知について周知方よろしく

お願いいたします。 

 

記 

 

１ 指定管理者制度については、公の施設の設置の目的を効果的に達成するた

め必要があると認めるときに活用できる制度であり、個々の施設に対し、指

定管理者制度を導入するかしないかを含め、幅広く地方公共団体の自主性に

委ねる制度となっていること。 

 

２ 指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適

切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、単なる価

殿 



格競争による入札とは異なるものであること。 

 

３ 指定管理者による管理が適切に行われているかどうかを定期的に見直す機

会を設けるため、指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとすることと

されている。この期間については、法令上具体の定めはないものであり、公

の施設の適切かつ安定的な運営の要請も勘案し、各地方公共団体において、

施設の設置目的や実情等を踏まえて指定期間を定めること。 

 

４ 指定管理者の指定の申請にあたっては、住民サービスを効果的、効率的に

提供するため、サービスの提供者を民間事業者等から幅広く求めることに意

義があり、複数の申請者に事業計画書を提出させることが望ましい。一方で、

利用者や住民からの評価等を踏まえ同一事業者を再び指定している例もあり、

各地方公共団体において施設の態様等に応じて適切に選定を行うこと。 

 

５ 指定管理者制度を活用した場合でも、住民の安全確保に十分に配慮すると

ともに、指定管理者との協定等には、施設の種別に応じた必要な体制に関す

る事項、リスク分担に関する事項、損害賠償責任保険等の加入に関する事項

等の具体的事項をあらかじめ盛り込むことが望ましいこと。 

 

６ 指定管理者が労働法令を遵守することは当然であり、指定管理者の選定に

あたっても、指定管理者において労働法令の遵守や雇用・労働条件への適切

な配慮がなされるよう、留意すること。 

 

７ 指定管理者の選定の際に情報管理体制のチェックを行うこと等により、個

人情報が適切に保護されるよう配慮すること。 

 

８ 指定期間が複数年度にわたり、かつ、地方公共団体から指定管理者に対し

て委託料を支出することが確実に見込まれる場合には、債務負担行為を設定

すること。 



地方行政サービス改革の推進に関する留意事項（抄） 

 

 

平成27年８月28日 

総 務 省 

 

 

第１ 地方行政サービス改革の推進に関する主要事項について 

１ 行政サービスのオープン化・アウトソーシング等の推進 

 

（２）指定管理者制度等の活用 

① 公の施設については、今後、各地方公共団体による策定が見込まれる公共施設等

総合管理計画も踏まえつつ、既に指定管理者制度を導入している施設を含め、その

管理のあり方について検証を行い、より効果的、効率的な運営に努めること。 

② その際、先行的に取組を行っている団体の状況等を参考にしつつ、例えば、複数

施設の一括指定など、スケールメリットを活かすことで指定管理者の裁量を増大さ

せる取組や、公募前対話の導入等により民間事業者の参入機会を増やす取組など、

指定管理者が参入しやすくなるような環境整備も含め検証すること。 

また、その施策目的等から直営を選択している場合であっても、窓口業務や貸室

業務、施設・設備管理といった業務について部分的に指定管理者制度を導入する等、

幅広い視点からその管理のあり方について検証すること。 

③ また、「指定管理者制度の運用について」（平成22年12月28日総行経第38号）の

内容を十分に踏まえて対応されたいこと。 




